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緊急時における雇用調整助成金の在り方について（報告書案検討状況）

○ 令和８年１月26日職業安定分科会で議論開始。同年２月26日に報告書案を提示し、年度内に取りまとめ予定。

○ 今後の在り方について、①経済変動、②自然災害等、③コロナ禍など異例の緊急対応を要する危機 に類型化し整理。

＜特例の内容＞

・ 直近10年間の事例では、概ね以下の判断要素を踏ま
え、特例措置の実施の有無及び内容を判断

・ 特例措置の期間は１年間、支給日数は本激300日、
局激100日

・ 発災直後の急激な休業ニーズの増加に迅速に対応
（例：平成28年熊本地震 雇用調整助成金対象休業者数は発災直後、
発災前平均と比較し、21.7倍に急増、1年後には概ね発災前と同水準
まで低下）

②自然災害等

＜特例の内容＞

・ リーマンショック期は、まず生産量要件の緩和、次に
助成率（中小9/10、大3/4（最大時））、支給日数（１年
100日→３年300日）の引上げを段階的に実施

＜特例に関する調査・研究等の整理＞★リーマンショック期

①経済変動

＜特例の内容＞

・ コロナ期は政府の緊急事態宣言等も踏まえ、助成率（中小
10/10、大3/4 （最大時） ）、支給日数等（日数・期間上限
なし）の引上げを実施

＜特例に関する調査・研究等の整理＞★コロナ期

・ 産業別受給事業所割合：製造業（19％）、卸売・小売業
（15％）、宿泊・飲食サービス業（15％）等

・ 雇用保険適用事業所に占める受給事業所割合：令和2年約
18％（cf：リーマン期の最高値：平成22年約５％）

・ 危機の初期に雇用維持の効果。一方、受給終了後に廃業・
離職が集中

・ 休業期間中に従業員のモチベーションや生産性の低下等
を課題と感じた事業所割合は受給事業所で高く、受給が長
期化した事業所ほど高い傾向

③コロナ禍など異例の
緊急対応を要する危機

＜今後の在り方＞

○ 危機の初期に高い雇用維持効果の一方、受給終了時に離
職が集中しており、雇用調整助成金により全ての雇用を維
持することは実際には困難

○ 特例措置の効果を、雇用失業情勢の厳しい時期の分散化
と雇用失業情勢が落ち着いた状態での円滑な労働移動の促
進と捉えることが適当

○ これらを踏まえ、特例措置の内容や期間について判断を
行うに当たっては、経済・労働市場のデータ等を注視しなが
ら、現場を熟知する公労使が分科会において議論を行い、
判断することが適当

＜今後の在り方＞

○ 近年、頻発する災害に対して、迅速な初動が必要であるこ
と、特例実施に関する予測可能性を高めることが円滑な対
応につながるため、定着してきた上記の運用を基本方針と
して定めることが有意義

○ その上で、個々の事例への判断に当たっては、被災地の状
況等も踏まえ、分科会において公労使が議論の上で適切に
判断

＜今後の在り方＞

○ コロナ期の対応は、感染防止等のため政府が経済・社会活動や移
動を制限せざるをえず、事業活動が急激に縮小すると言う異例の
事態に迅速に対応するため、従来の雇用安定事業による雇用対策
の範疇に必ずしもおさまらない緊急対応を行ったもの

○ 再び異例の危機が発生した場合には①経済変動や②自然災害等
とは対応が異なることも考えられ、国民全体の共同連帯によって対
処すべき状況と考えられる場合は、政府全体で合理的かつ効果的
な対応の在り方について検討を行うことを望む意見が多くあった

○ その上で、仮に、雇用調整助成金の特例措置が求められる場合は、
特例措置の効果を雇用失業情勢の厳しい時期の分散化と情勢が落
ち着いた状態での円滑な労働移動の促進と捉えた上で、危機の状
況に応じ順次必要な見直しを行うとともに、雇用保険二事業が本来
目的とする事業を行えない状況とならないよう、公労使が二事業・
雇用保険財政の財政状況など注視し議論する

○ コロナ期の分科会における公労使の議論のタイミングが必ずしも
適切でない場合があったとの指摘を踏まえ公労使の検討や議論が
十分反映されるよう分科会の柔軟な開催方法等の工夫を講じる

（ア）政府全体の動き
：緊急災害対策本部の設置等政府全体での対応

判
断
要
素

（イ）企業活動への影響
：激甚災害法第12条に基づく「本激」、「局激」の指定

（中小企業信用保険法による災害関係保証特例）

（ウ）雇用への影響
：事業主から労働局等への相談状況

本激 ⇒ 生産量要件の緩和等に加え、助成率、
支給日数の引上げ等の手厚い支援を実施内

容
局激 ⇒ 生産量要件の緩和等を実施

・ 産業別受給事業所割合：製造業（53％）、建設業（13％）、
卸売・小売業（10％）等

・ 受給事業所は非受給事業所と比べ廃業率が抑制

・ 雇用が低調に推移する中、受給事業所は受給期間中を中心
として、相対的に入職率・離職率を低く抑えていること

・ 受給終了後に廃業・離職が集中すること
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緊急時における雇用調整助成金の在り方について 1 

 2 

 3 

１ はじめに  4 

 5 

雇用調整助成金は、雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）の規定に基づ6 

き、事業主が負担する雇用保険料で実施される雇用安定事業の一つに位置7 

づけられ、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業8 

活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主そ9 

の他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、10 

必要な助成及び援助を行うこと」として、その事業が実施されている。 11 

事業主が事業活動を縮小した際の労働者の失業リスクに対しては、雇用12 

保険制度やハローワークにおける就職支援といった一定の支援策が整備さ13 

れている。しかし、失業後の支援策については、労働者にとっては円滑な14 

再就職が進まない場合があること、事業主にとっても急激・一時的な事業15 

縮小に伴い、労働者を手放さなければならないことは事業再開のタイミン16 

グでの必要な人材確保にコストが発生すること等の理由から、急激な事業17 

縮小を乗り切る意義がある一時的な雇用維持策として、本助成金が支給さ18 

れてきた。 19 

さらに、本助成金については、平時における個々の事業主に対する支援20 

のみならず、世界的な経済危機や大規模な災害等、危機が発生する都度、21 

支給要件の緩和や助成率の引上げ等の特例的な措置（以下「特例措置」と22 

いう。）も併せて行われてきた。このような特例措置が長期間に及んだ場合23 

には、人手不足・成長分野等への労働移動の阻害、労働者の能力の低下等24 

を招くといった指摘がなされつつも、その実施を通じて社会課題に対応し25 

てきた。 26 

これまで危機が発生する都度、特例措置による機動的な雇用維持支援が27 

行われてきたところであるが、今般、当分科会において、このような危機28 

時における雇用の維持・安定への支援については平時から検討をしておく29 

必要がある旨の指摘があった。これを受け、過去の特例措置の具体例、そ30 

の効果等に係る調査や研究分析結果等を踏まえつつ、今後の緊急時の雇用31 

調整助成金の在り方について検討を行い、その方向性や考え方について以32 

下のとおりとりまとめたので報告する。 33 

 34 

 35 

２ 雇用調整助成金の主な支給要件等とその考え方 36 

 37 
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現行の雇用調整助成金の休業等に係る主な支給要件等については、次表1 

のとおりである。 2 

 3 

【 主な支給要件等 】 4 

対象事業主 経済上の理由により事業活動を縮小した事業主 

生産量要件 
最近３か月間の売上高の月平均値が前年同期比 10％以上低

下（設置１年未満の事業所は対象外） 

雇用量要件 

最近３か月間の雇用保険被保険者及び受け入れている派遣

労働者数の月平均値が前年同期比５％を超え６名以上（中

小企業の場合 10％を超え４名以上）増加していないこと 

残業相殺 
対象期間内1 に所定外労働等があった場合、助成対象となる

休業等の延日数から所定外労働等日数を差し引くこと 

支給日数・ 

期間 

１年間の対象期間内において最大 100 日 

過去に受給歴がある場合は、通算して３年間で最大 150 日 

対象労働者 雇用保険加入後６か月以上の者であること 

クーリング

要件 

過去に雇用調整助成金の支給を受けた最後の判定基礎期間

の末日の翌日から起算して１年を超えていること 

対象となる

休業等規模 

所定労働延日数に占める休業等の延日数の割合が、 

中小企業１/20、大企業１/15 以上であること 

助成率 
事業主が労働者に支払った休業手当等について、 

中小企業：２／３、大企業：１／２ を助成2 

 5 

このうち、主な要件等の考え方については、以下のとおりとなっている。 6 

 7 

① 生産量要件 8 

事業主が事業活動の縮小を余儀なくされている事実を確認するため、9 

最近３か月間の売上高の月平均値が前年同期比 10％以上低下したことが10 

要件とされている。 11 

なお、緊急時には迅速な支援を行うことが重要であるため、例えば最12 

近３か月間の売上高の月平均値を最近１か月間の売上高とするなど、短13 

期間の業績低下が確認できた場合でも対象となるよう要件を緩和する特14 

例措置を講じてきた。 15 

 

1 事業主が指定した休業等の初日から起算して１年間を対象期間とし、この期間内に実施した休業等が支給対象。 

2 助成金支給額の１人１日当たりの上限は、雇用保険基本手当日額の最高額（令和７年８月１日時点で 8,870 円）。 
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 1 

② 支給日数・期間及びクーリング要件 2 

雇用調整助成金は恒常的な事業縮小に対応するものではなく、あくま3 

で急激・一時的な事業縮小に対する緊急措置である。このため、その支4 

給に際しては、１年100日、３年150日の支給日数及び期間の上限が設け5 

られており、また過去の受給の終了時点から１年超の期間が経過してい6 

ることが要件とされている（「クーリング要件」と呼ばれている。）。 7 

支給日数及び期間の上限やクーリング要件を設けている趣旨は、恒常8 

的に助成金に依存した事業運営が行われることがないようにするととも9 

に、この支給期間内に助成を受けながら事業回復の見極めや事業転換等10 

経営改善を目指すものである。 11 

なお、緊急時は全国または各地域におけるサプライチェーン全体に多12 

大な影響が及び、個々の事業主の対応のみでは経営改善を図ることが困13 

難であることから、支給日数の引上げ、支給期間の延長やクーリング要14 

件を課さないこととする等の特例措置を講じてきた。 15 

 16 

③ 助成率 17 

労働基準法（昭和22年法律第49号）上、使用者の責に帰すべき事由に18 

よる休業の場合においては、使用者に休業手当の支払いが義務づけられ19 

ている一方で、雇用調整助成金においては、景気変動時の失業予防の公20 

益性という観点から、支払った休業手当等に対し大企業については１／21 

２、大企業よりも負担能力の低い中小企業については２／３という高率22 

の助成率が適用されている。 23 

なお、緊急時には、社会全体での失業予防の必要性が平時より高まる24 

ことから、雇用失業情勢の悪化の度合い等の個々の危機時の状況を踏ま25 

え、助成率を引き上げる特例措置が講じられてきた。 26 

 27 

 28 

３ 過去の特例措置に関する事例の整理 29 

 30 

過去に実施された雇用調整助成金の特例措置について、その原因を経済31 

変動、自然災害等及び感染症の３つに分類した上で、措置内容の概要を整32 

理した。なお、業種指定方式3 を廃止し、現行制度に移行した平成 13 年33 

(2001 年)10 月以降の特例について整理した。 34 

 

3 厚生労働大臣が指定した特定の業種に該当する事業主について、指定期間内の休業等を助成対象としていた。なお、

休業手当等の一部を助成するという助成金の制度設計は、現行制度と変わりない。 
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 1 

（１）経済変動 2 

経済変動に係る特例措置の代表例としては、急激な雇用失業情勢の悪化3 

等を踏まえ、政府の緊急総合対策4 の一環として実施されたリーマンショッ4 

クにおける対応が挙げられる。 5 

平成 20 年（2008 年）12 月 1 日に中小企業への対策として、中小企業緊6 

急雇用安定助成金を新設する形で措置し、生産量要件の緩和、助成率の引7 

上げ（２／３→４／５）、支給日数の拡充等を実施した。大企業については、8 

同年 12 月 26 日に雇用調整助成金の生産量要件の緩和等を行った後、平成9 

21 年（2009 年）２月から大企業について、助成率の引上げ（１／２→２／10 

３）や支給日数の拡充を行うとともに、大企業、中小企業ともにクーリン11 

グ要件の撤廃等を実施した。平成 21年（2009 年）３月から解雇等を行わな12 

い場合には更に助成率の引上げ（中小企業９／10、大企業３／４）を実施13 

し、同年６月には企業が事業活動を継続しつつ、中期的・計画的に一部休14 

業による雇用調整を行うことができるよう、支給日数を「３年 300 日」と15 

するなど、特例措置を段階的に講じた（資料１ P4,5）。 16 

 17 

（２）自然災害等 18 

自然災害等の特例措置について過去の例をみると、かつては特例措置の19 

対応が定まっていない時期もあったが、直近 10 年間の事例では、概ね以下20 

の判断要素を踏まえ、特例措置の実施の有無及び内容が判断されている(資21 

料１ P7,8)。 22 

① 政府全体の動き ：緊急対策本部の設置等、政府全体での対応が23 

     行われていること 24 

② 企業活動への影響 ：激甚災害に対処するための特別の財政援助等に25 

関する法律（昭和 37 年法律第 150 号）の規定26 

に基づく、激甚災害に対して同法第 12 条の中27 

小企業信用保険法による災害関係保証特例を適28 

用すべき旨の指定（以下「激甚法第 12 条指定」29 

という。）の状況（見込み含む）(資料１ P10) 30 

③ 雇用への影響 ：災害発生後に事業主から労働局等への相談件数31 

     が一定程度存在 32 

特に、上記の激甚法第 12 条指定は、各市町村長から所管官庁経由で内閣33 

府に報告された中小企業関係被害額を踏まえ、内閣府において指定基準に34 

 

4 安心実現のための緊急総合対策（平成 20 年 8月 29 日）「安心実現のための緊急総合対策」に関する政府・与党会

議、経済対策閣僚会議合同会議 
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基づき行われる。このため、雇用調整助成金の特例措置の実施の有無及び1 

内容の検討に当たっては、災害による企業活動への影響を勘案する上で、2 

激甚法第12条指定の対象の指定方法（いわゆる本激、局激5）を１つの客観3 

的な指標としてきた。 4 

いわゆる本激指定の場合は、企業活動への影響が広範囲かつ甚大であり、5 

一定の取引関係により形成されている相当数の事業所の事業活動に影響が6 

あることを踏まえ、次のような助成率や支給日数の引上げ等の特例措置を7 

実施している。 8 

・ 生産量要件の緩和、雇用量要件の適用除外、対象労働者の拡大及びク9 

ーリング要件の適用除外については、災害に伴う経済上の理由により事10 

業活動の縮小を余儀なくされた全国の事業主を対象として実施 11 

・ 助成率の引上げ（中小企業２／３→４／５、大企業１／２→２／３）、12 

残業相殺の適用除外及び休業等規模要件の緩和については、特に被害の13 

大きい地域（災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用対象地域を含14 

む都道府県等）に所在する事業主に限定して実施 15 

・ 支給期間、支給日数については、災害に際して行う特例措置は、発災16 

直後の急激な事業縮小を乗り切るための一時的な雇用維持を図るもので17 

あることから支給期間を１年とし、また、電気、水道等の社会インフラ18 

やサプライチェーンの寸断により、復旧まで経済活動が制限されること19 

から支給日数を 300 日とし、発災直後の全部休業による雇用調整にも対20 

応できるよう支援を実施 21 

いわゆる局激指定の場合は、迅速な支援のため、生産量要件について、22 

「最近３ヶ月間の売上高の月平均値が前年同期比 10％以上低下」という平23 

時の制度から、「最近１ヶ月間の売上高の月平均値が前年同期比10％以上低24 

下」と緩和を実施しつつも、支給期間（１年）及び支給日数（100日）につ25 

いては平時の制度と同様とし、災害に伴う経済上の理由により事業活動の26 

縮小を余儀なくされた全国の事業主を対象として実施している（資料１ 27 

P9）。 28 

平成 28 年熊本地震では、発災直後の雇用調整助成金対象休業者数につい29 

て、発災前の平均と比べ、21.7 倍（平成 28年熊本地震）となっており（参30 

考資料４ P1）、特例措置により、発災直後における急激な休業ニーズの増31 

加に迅速に対応してきた。 32 

 33 

（３）感染症 34 

 
5 本激が全国の中小企業の関係被害額等が基準を満たす場合、対象地域を全国として、対象災害と適用措置の２つを指

定するのに対し、局激は市町村内の中小企業関係被害額が基準を満たす場合、対象災害及び適用措置に加え、対象地域

（市町村）を特定して指定。 
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感染症を特例措置実施の原因とする事例としては、平成 15年（2003 年）1 

に発生した SARS（重症急性呼吸器症候群）や平成 21 年（2009 年）に発生2 

した新型インフルエンザに伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた3 

事業主の支援のため、生産量要件の緩和を行ったが、助成率の引上げ等そ4 

の他の特例措置は実施されていなかった（資料１ P16）。 5 

しかし、令和２年（2020 年）に発生した新型コロナウイルス感染症6 

（COVID-19）の流行下において、政府は、同感染症が国民の生命及び健康7 

に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん8 

延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が9 

発生したと認められるとして緊急事態宣言を発出する等の措置を講じ、ま10 

た、都道府県においても、感染リスクが高いと指摘されている場を避け、11 

また人の流れを抑制する観点から一定の店舗・施設に対して休業や営業時12 

間の短縮を要請する等の措置を講じることとした。政府が休業を要請する13 

という前例のない状況において、政府の緊急事態宣言やまん延防止重点措14 

置も踏まえながら、当該感染症に係る特例措置（以下「コロナ特例」とい15 

う。）として、令和２年（2020 年）２月 14 日に生産量要件の緩和、同年３16 

月 10 日にクーリング要件の撤廃、助成率の引上げ（中小企業：２／３→４17 

／５、大企業：１／２→２／３）、同年４月 10 日に支給日数の上限の撤廃18 

など段階的に拡充し、最終的には、更なる助成率の引上げ（解雇なしの場19 

合、中小企業 10／10、大企業３／４）や雇用保険の基本手当日額上限を超20 

えた上限額の設定（１日１人当たり 15,000 円）などの手厚い休業支援を実21 

施した。特例の内容については、感染状況等を踏まえ、段階的に縮小する22 

措置がとられた（資料１ P14,15）。 23 

また、雇用調整助成金は雇用安定事業により実施され、その財源は事業24 

主のみが負担する雇用保険料によって賄われているが、コロナ特例による25 

異例の措置を行う中で、支給決定額は約 6.5 兆円に及び、雇用安定資金が26 

枯渇したこと、また、以下の特例措置の実施に係る財源を確保する必要が27 

生じたことから、必要な法改正6を経て一般会計の活用が行われた。 28 

・ 雇用保険被保険者以外の労働者への休業支援のため、緊急雇用安定助29 

成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援給付金に係る財源 30 

・ 雇用調整助成金について雇用保険の基本手当日額上限を超える部分の31 

財源 32 

 33 

 34 

 

6 雇用保険制度の安定的な財政運営の確保のため、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の

臨時特例等に関する法律（令和２年法律第 54 号）により、雇用調整助成金等に要する費用の一部として一般会計から

繰り入れられた。 
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４ 過去の特例措置に関する調査・研究等の整理 1 

リーマンショック期7とコロナ期8に関して、独立行政法人労働政策研究・2 

研修機構（以下「JILPT」という。）における調査研究成果や厚生労働省が3 

実施する業務統計、諸外国のコロナ期における制度の調査・分析結果等を4 

踏まえ、そこから得られた示唆について整理した。 5 

 6 

（１）リーマンショック期について 7 

リーマンショック期において、雇用調整助成金の特例措置は平成 20 年8 

（2008 年）12 月から平成 25 年（2013 年）11 月まで実施された。支給決定9 

額では 1.3 兆円、産業別の受給事業所割合についてみると製造業の割合が10 

特に大きく（53％）、次に建設業（13％）、卸売・小売業（10％）となって11 

いる（資料１ P18）。支給日数別の受給事業所割合を見ると、30 日以下が12 

46％、30 日超 100 日以下が 31％、100 日超 300 日以下が 21％、300 日超が13 

２％となっている（資料１ P17）。また、累積受給期間でみると、１年以内14 

の受給が 42.7％、２年以内の受給が約７割であり、雇用調整助成金の受給15 

事業所と非受給事業所との間で廃止率9 を試算したところ、受給事業所は16 

8.1％、非受給事業所は19.0％と受給事業所の方が低くなっている（資料１ 17 

P19）。 18 

雇用調整助成金の効果については、JILPT 調査において、 19 

・ 雇用が低調に推移する中、受給事業所は受給期間中を中心として、相20 

対的に入職率・離職率を低く抑えていること、 21 

・ ネガティブな面として受給終了後に離職や廃業が集中すること 22 

が指摘された。 23 

これらは「いたずらに生産性の低い企業やそうした分野での雇用を温存24 

する」といった特例措置への指摘に通ずる面もあるが、むしろ雇用調整助25 

成金によって雇用失業情勢の最も厳しい時期を後ろに分散化させるととも26 

に、雇用失業情勢が少し落ち着いた状態で、円滑な再就職を促進する効果27 

を持つと捉えることが適当であると指摘されている（資料１ P20）。 28 

また、JILPT調査では、完全失業率について、雇用調整助成金の活用がな29 

ければ平成 21 年（2009 年）４～６月期（完全失業率 5.1％）で離職が最も30 

多く発生したと想定した場合には1.0％ポイント程度、離職が緩やかな場合31 

には 0.8％ポイント程度高くなり、また、平成 23 年（2011 年）４～６月期32 

 

7 平成 20 年（2008 年）9月米国大手投資銀行リーマン・ブラザーズ経営破綻等をきっかけとする国際的な金融危機。 

8 令和２年（2020 年）１月～令和５年（2023 年）５月。世界保健機関（WHO）「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急

事態宣言」がなされていた期間。 
9 雇用保険適用事業所データにより、平成 20 年(2008 年) ４月時点に存在し、又はそれ以降に開設された適用事業所を

対象として、それらの事業所が 平成 25 年(2013 年) １月末時点で廃止となっていた割合を試算 
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（完全失業率 4.7％）で離職が最も多く発生したと想定した場合には 0.6％1 

ポイント程度、離職が緩やかな場合には0.4％程度高くなった可能性を指摘2 

している（資料１ P23）。 3 

 4 

（２）コロナ期について 5 

コロナ期においては、雇用調整助成金の特例措置は令和２年（2020 年）6 

１月から令和５年（2023 年）３月まで実施された。支給決定額は 6.5 兆円、7 

産業別の受給事業所割合についてみると、幅広い産業で利用されており、8 

製造業が 19％、卸売・小売業が 15％、宿泊・飲食サービス業が 15％、建設9 

業が 11％、生活関連サービス・娯楽業が８％となっている（資料１ P18）。10 

支給日数別の受給事業所割合を見ると、30日以下が 48％、30 日超 100 日以11 

下が 23％、100 日超 300 日以下が 20％、300 日超が９％となっている（資12 

料１ P17）。 13 

また、雇用保険適用事業所に占める受給事業所の割合をみると、令和２14 

年（2020 年）に約 18％、令和３年（2021 年）に約 14％、令和４年（202215 

年）に約 10％となり、いずれもリーマンショック期の最高値である平成 2216 

年（2010 年）の約５％を大きく上回っている（参考資料４ P5）。 17 

また、JILPT 調査では、コロナ期においては、 18 

・  雇用調整助成金による退出（廃業）時期の先延ばし効果が示唆され、19 

労働市場を取り巻く環境が悪化したコロナ初期に大量の失業発生を回避20 

する役割を果たしたこと、 21 

・  受給事業所の雇用変動については、受給終了直後に離職が集中して、22 

その後の純雇用成長率は減少傾向にあること、 23 

・  雇用調整助成金の受給は、廃業確率の低下及び雇用量の維持について24 

短期的な効果にとどまること、 25 

・  手厚い特例に伴い支給延べ日数が多くなり、雇用維持の効果が見られ26 

るが、受給が長期に及んだ場合、その効果が失われる傾向があること、 27 

・  受給事業所の離職者は非受給事業所の離職者より再就職に時間がかか28 

ったこと、 29 

・  休業期間中に従業員のモチベーションや生産性の低下等を課題と感じ30 

た事業所の割合は受給事業所で高く、受給等が長期化した事業所ほど高31 

い傾向があること 32 

などが指摘されている（資料１ P21,22）。 33 

また、「令和３年版 労働経済の分析（労働経済白書）」（令和３年（202134 

年）７月厚生労働省）における推計結果によると、雇用調整助成金の支給35 

により、令和２年（2020 年）４～10 月の完全失業率平均が 2.9％となって36 
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おり、2.1％ポイント程度抑制されたと見込まれるとしている（資料１ 1 

P23）。 2 

一方、受給事業所による多くの不正受給が発生しており10、これには、膨3 

大な支給申請がある中、労働者の雇用維持のため、迅速な支給を優先せざ4 

るを得なかったという実情などが影響した可能性がある。 5 

 6 

（３）リーマンショック期11とコロナ期との比較 7 

当分科会の検討に際し、JILPTより、リーマンショック期とコロナ期にお8 

ける雇用調整助成金の緊急時の雇用維持効果に関する分析結果の考察につ9 

いて報告を聴取した。 10 

受給事業所と非受給事業所とを比較すると、両時期に共通することとし11 

て、 12 

・ 雇用調整助成金の受給は廃業率を低く抑えたこと、 13 

・ 危機の影響を強く受けた業種（リーマン期においては製造業、コロナ14 

期においては宿泊・飲食サービス業等。以下「高影響業種」という。）に15 

おいて、少なくとも危機の初期における雇用維持を可能にしたこと 16 

が指摘された。 17 

他方で相違点として、 18 

・ リーマンショック期においては、高影響業種において危機発生からほ19 

ぼ一貫して受給事業所の雇用の方が維持・回復する傾向にあり、受給事20 

業所の純雇用成長率も増加傾向にあるが、 21 

・ コロナ期においては、高影響業種において一定期間経過後は受給事業22 

所の方が雇用が減少し、受給事業所の純雇用成長率も減少傾向にあるこ23 

と 24 

が指摘された。 25 

これは、両時期における影響を受けた業種や雇用失業情勢の違いによっ26 

て雇用維持効果にも違いが現れたものと考えられ、様々な分析結果に横27 

串・縦串を刺し、危機の特性も踏まえて分析結果を考察することの重要性28 

が示唆された（資料２）。 29 

 30 

（４）各国におけるコロナ期の雇用維持スキーム  31 

新型コロナウイルスの経済活動への影響に対し、各国は大規模な失業を32 

防ぎ労働市場を守る政策を実施したが、その中核的役割を果たしたのが各33 

国の雇用維持スキームであった。雇用保険財源による既存のスキームを有34 

 

10 不正受給による支給取消件数：4,557 件、支給取消金額:約 1,138 億 5 千万円（令和７年（2025 年）12 月末時点） 

11 当該時期においては、平成 23 年（2011 年）東日本大震災の特例も含まれていることに留意。 
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していたドイツ、フランス及び日本ではその特例措置により、また、既存1 

のスキームがなかったイギリス及びアメリカでは一般財源による新たな制2 

度を創設して対応した（資料１ P24）。ドイツ、フランス、イギリス及び日3 

本においては失業率に大きな変化はなかった（資料１ P25）。 4 

また、欧州の３国及び日本の感染防止のための社会制限措置と雇用維持5 

スキームとの関係について、社会制限措置の厳格度12の各国の推移を見ると、6 

日本は当初欧州の３国より社会制限措置の厳格度は低かったが、３国はワ7 

クチン接種の進展以降は社会制限措置を緩和し、オミクロン株の流行期を8 

経て令和４年（2022 年）４月頃に厳格度は相当程度低下したが、一方で、9 

日本は厳格度に大きな変化はなく、まん延防止等重点措置終了後の同年４10 

月頃から緩やかに低下を始めた。イギリスにおいては厳格度が下がった令11 

和３年（2021 年）９月末に、ドイツにおいては令和４年（2022 年）６月末12 

に、雇用維持スキームの特例が終了している（なお、フランスは令和５年13 

（2023 年）１月末、日本は同年３月末に終了している。）（資料１ P26）。 14 

また、欧州の３国及び日本のコロナ禍の高影響業種である宿泊・飲食業15 

における雇用維持スキーム適用者数と、社会的制限措置の厳格度の推移を16 

見ると、いずれも厳格度の推移と整合的に雇用維持スキームの適用者数が17 

推移していた（資料１ P27）。 18 

これらのことから、コロナ期においては、各国において失業予防のため19 

の雇用維持スキームの特例的運用ないし創設が行われたが、その終了時期20 

には差異があり、また、欧州３国や日本の感染防止対策の推移に応じて雇21 

用維持スキームの内容やその対象者数が変化していたことがわかる。 22 

 23 

 24 

５ 過去の特例、調査・研究等を踏まえた今後の緊急時の雇用調整助成金の在25 

り方 26 

 27 

（１）緊急時の特例措置の意義について 28 

緊急時においては、一定規模の範囲に急激な経済情勢や雇用環境の悪化29 

が発生し、基本的な社会インフラ、サプライチェーン等が広範かつ一斉に30 

ダメージを受ける。このような状況が発生した場合、個々の事業主の経営31 

努力や労働者の再就職努力で状況が改善することは期待しづらい。 32 

このため、循環的な景気変動や個社の取引関係の不調等の経営不振に対33 

 

12 コロナ期において、オックスフォード新型コロナウイルス感染症政府対応トラッカー（Oxford COVID-19 

Government Response Tracker）が厳格度指数（Stringency Index）を算出。９分野の指標（①学校閉鎖②職場閉鎖③

公共イベントの中止④集会制限⑤公共交通機関の停止⑥外出制限⑦国内移動制限⑧国際渡航制限⑨保健政策に係る広報

活動）に係る厳格度合いの評価点を合計して指数化したもの。宿泊・飲食業への影響が大きいと思われる①学校閉鎖、

②職場閉鎖、⑥外出制限に絞り込み、コア厳格度指数を作成。 
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応する平時の支援内容よりも手厚い特例措置を講じることにより、事業主1 

に対して一定期間、強力に雇用維持を促し、危機の影響及び事業回復の見2 

極めや事業転換等経営改善を図る期間を確保するとともに、労働者の円滑3 

な再就職に向けた準備期間の確保を可能とすることは個々の労働者、事業4 

主におけるセーフティネットとして有効であり、社会全体にとっても合理5 

的な措置であると考えられる。 6 

 7 

（２）今後の緊急時の特例措置の在り方について 8 

上記の緊急時の特例措置の意義を踏まえ、今後の緊急時の特例措置の在9 

り方について、①経済変動、②自然災害等、③コロナ禍など異例の緊急対10 

応を要する危機に分類し、方向性を整理した。 11 

 12 

① 経済変動について 13 

経済変動については、リーマンショック時における特例措置が前例と14 

なり、全国規模、世界規模の経済危機による経済活動の停滞時において、15 

特例措置を実施することが想定される。特例措置の実施方法としては、16 

まずは支給要件の判定期間を短縮する生産量要件の緩和等を行い、迅速17 

な支援を行えるようにした上で、危機の影響を見極め、助成率や支給日18 

数の引上げ等の対応を行うなど、危機の状況に応じた対応が必要である。 19 

特例措置の内容や期間については、当該経済変動の影響の大きさ、労20 

働市場の状況等と合わせ、これまでの研究分析結果も踏まえ、特例措置21 

によって得られる効果を的確に踏まえて対応することが重要である。 22 

4 に述べた過去の特例措置の研究分析結果を見ると、リーマンショック23 

期において、完全失業率を最高１％ポイント程度抑制しており、社会全24 

体として失業の抑制効果があったと考えられる。一方、雇用調整助成金25 

は受給企業の廃業率を低く抑え、危機の初期において高い雇用維持効果26 

があったが、受給終了後に離職が集中しており（なお、このことはコロ27 

ナ期においても同様である）、従って雇用調整助成金により全ての雇用を28 

維持するといったことは実際には困難であることが読み取れる。これら29 

を勘案すれば、雇用調整助成金の効果については、雇用失業情勢の厳し30 

い時期を後ろに分散化させるとともに、雇用失業情勢が少し落ち着いた31 

状態で、円滑な労働移動を促進する効果として捉え、その最大化を図る32 

こととすることが適当である。 33 

これらを踏まえ、特例措置の内容や期間について判断を行うに当たっ34 

ては、経済・労働市場のデータ、影響を受けている業種等をきめ細かく35 

注視しながら、現場の企業の事業活動や労使の動向を熟知する公労使が36 

当分科会において議論を行い、定期的に判断を行うことが適当である。37 
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また、その際、必要に応じ、休業のみならず、教育訓練の推進13 や、他の1 

施策14 による雇用維持支援の有効性についても検討することが有効である。 2 

 3 

②  自然災害等について 4 

近年においても災害は頻発し、また激甚化しているところ、災害は突5 

然発生し迅速な初動が必要であること、様々な規模の災害がある中で、6 

雇用調整助成金の特例措置の実施に関する予測可能性を高めることが円7 

滑な対応に繋がること、過去に頻回発生しており、災害のレベルに応じ8 

て、概ね一定の対応パターンが形成されつつあること等を踏まえ、改め9 

て当分科会において、特例措置実施の判断基準や内容について基本方針10 

を定め、災害発生時には、その方針に沿って迅速対応することが適当で11 

ある。 12 

過去例を踏まえれば、以下の３点を特例措置実施の要件とすることが13 

適当と考えられる。 14 

（ア）政府全体の動き 15 

緊急災害対策本部又は非常災害対策本部の設置等、政府全体として16 

影響の大きな災害と位置づけて、対応することとしていること 17 

（イ）企業活動への影響 18 

激甚法第 12 条指定があること 19 

（ウ）雇用への影響 20 

災害発生後に事業主から労働局等への相談件数が一定程度存在する21 

こと 22 

特例措置の内容について、最近の例を踏まえれば、上記の要件に該当23 

する場合であって、（イ）の激甚法第12条指定がいわゆる局激指定の場合24 

には、事業活動縮小の判定期間を縮減し、迅速な支援となるよう、当該25 

災害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した全国の事業主に係る26 

生産量要件を緩和することが適当である。 27 

いわゆる本激指定の場合にはそれに加え、被災地（災害救助法対象地28 

域を含む都道府県等）に所在する、災害に伴う経済上の理由により事業29 

活動を縮小した事業主に対して手厚い支援を行うため、助成率や支給日30 

数の引上げを基本として対応し、災害や被災地の事業所の状況によりそ31 

の他の要件緩和等についてもきめ細かく検討することが適当である。 32 

 

13 令和６年４月より、通常制度では、支給日数 30 日経過後の次の申請分から、休業・教育訓練のうち教育訓練の実施

率が 10％未満となった場合は助成率を引き下げ、20％以上となった場合は教育訓練実施時加算額を増額している。 
14 リーマンショック期には、新規成長分野等において必要なスキルを習得するための長期訓練や再就職に必須の IT ス

キル等を習得するための職業訓練を行う緊急人材育成支援事業（基金訓練）、東日本大震災期には、離職した失業者等

の雇用機会を創出するための雇用創出基金事業が設けられた。 
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特例措置の期間について、最近の例として１年間としているものが多1 

く、また、実績を見ても、特例措置における雇用調整助成金対象休業労2 

働者数は発災直後にピークを迎え、発災後１年程度で平時の状態に戻っ3 

ていること（平成 28 年（2016 年）熊本地震など：資料４ P1,3）、自然災4 

害等に係る調査研究ではないが、4 に述べたリーマンショック期及びコロ5 

ナ期など長期の特例措置に係るJILPT調査においては、雇用維持効果は初6 

期の段階には確認されるが、利用が長期に及んだ場合は失われることな7 

ども踏まえ、その期間は１年間を基本とすることが適当である。 8 

支給日数については、いわゆる本激指定の場合には災害による社会イ9 

ンフラ、サプライチェーン等のダメージの規模が大きいことから300日に10 

引き上げ、いわゆる局激指定の場合は平時と同様の 100 日とすべきであ11 

る。 12 

その上で、個々の事例への判断にあたっては、被災地の労働市場や被13 

災・復興の状況、現地の事業主、労働者の状況なども踏まえつつ、当分14 

科会において、公労使が議論の上で適切に判断を行うこととする。 15 

その際、必要に応じ、休業のみならず、教育訓練の推進や在籍型出向16 

支援15 など他の施策による雇用維持支援の有効性についても検討すること17 

が有効である。 18 

 19 

③  コロナ禍など異例の緊急対応を要する危機について 20 

コロナ期の対応は、感染拡大防止のために政府が経済・社会活動や移21 

動を制限せざるを得ず事業活動が急激に縮小したという異例の事態に迅22 

速に対応するため、既存施策である雇用調整助成金の最大限の活用によ23 

り対応を行ったものであり、感染防止や社会不安の抑制といった従来の24 

雇用安定事業による雇用対策の範疇に必ずしもおさまらない趣旨を含む25 

緊急対応の側面を有するものであったと考えられる。 26 

今後、このような異例の危機が再び発生した場合、①経済変動や②自27 

然災害等の場合とは必要な対応が異なることも考えられ、当分科会にお28 

いては、国民全体の共同連帯によって対処すべき状況と考えられる場合29 

には、政府全体で合理的かつ効果的な対応の在り方について検討が行わ30 

れることを望む意見が多くあった。 31 

その上で、仮に、雇用調整助成金の特例措置が求められる場合につい32 

て検討すると、４で述べた危機の初期における雇用維持効果と受給終了33 

後の離職の集中という結果及び長期間の受給等が労働者の生産性等に与34 

 

15 在籍型出向による支援策として、令和６年能登半島地震・豪雨においては、産業雇用安定助成金（災害特例人材確

保支援コース）が設けられた。 
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える影響等も踏まえれば、その効果を雇用失業情勢の厳しい時期の分散1 

化と雇用失業情勢が落ち着いた状態での円滑な労働移動の促進と捉え、2 

効果の最大化を図るよう検討した上で、危機の状況に応じて順次必要な3 

対応を講じ、見直していくことが重要である。 4 

さらに、危機への対応により、雇用保険二事業が本来目的とする事業5 

を行えないひいては雇用保険財政に多大な影響が及ぶような状況となら6 

ないよう、当分科会において、政府による二事業の財政検証の結果等所7 

要のデータ等を注視しながら、公労使が定期的に議論し、特例措置の内8 

容16や期間を適切に判断することが重要である。 9 

なお、コロナ期には、当分科会における公労使の議論のタイミングが10 

必ずしも適切でない場合があったとの指摘があった。事務局である厚生11 

労働省においては、この指摘を重く受け止めるとともに、拠出者として12 

の意見を含め公労使の知見に基づく検討や議論が雇用調整助成金の特例13 

措置の内容や期間にかかる政策判断に十分に反映されるよう、当分科会14 

の柔軟な開催方法等効果的な工夫を講じることが必要である。 15 

 

16 コロナ期においては、在籍型出向による支援策として、令和３年２月に産業雇用安定助成金（雇用維持支援コー

ス）が設けられた。 






























































